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標記法人については、平成２１年１２月から、県及び関係市町（日高市、所沢市、

狭山市、入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町）において、検査

を実施したところ、設置運営する指定障害福祉サービス事業所において、次のとお

り日高市に不正請求を行っていたことから、日高市における事業者登録の取消及び

介護給付費等の返還請求を行いました。 

 

1．不正請求の相手方及びサービス種類 

   事業者    特定非営利活動法人 鶴ヶ島ひまわり福祉会   

所在地    鶴ヶ島市新町四丁目４番地１４ 

   代表者    理事長  岡 野 公 一 

   事業所名   ケアステーション「ひまわり」 

   サービスの種類   

・県の指定を受けたサービス 居宅介護、重度訪問介護 

・市に登録している事業  移動支援事業、日中一時支援事業、生活サポート事業 

 

２． 不正請求の内容 

   居宅介護 事業所内での利用者一時預かり等、居宅介護サービスに該当しな

いものを、居宅介護サービスを実施したものと偽り、介護給付費

を不正に請求した。 

        （不正請求期間 平成２０年１２月から平成２１年１０月まで） 

特定非営利活動法人鶴ヶ島ひまわり福祉会 
に係る不正請求等について 



 

    移動支援事業 事業所内で行っていた一時預かり等、移動支援事業に該当

しないものを、移動支援事業を実施したものと偽り、移動

支援事業の補助金を不正に請求していた。 

        （不正請求期間 平成１８年１０月から平成２１年１０月まで） 

 

３．不正請求額       

日高市分  １７，２３２，９９０円 

（６市３町 総額 ４０，８４６，８５５円） 

    内訳（日高市分） 介護給付費（居宅介護）１，９８３，３９０円 

          地域生活支援事業（移動支援事業）１５，２４９，６００円 

 

４．日高市の行った措置 

（1）事業者登録取消 

取消をする事業  移動支援事業、日中一時支援事業、生活サポート事業 

 （取消通知日 平成２２年４月２８日、効力発生日 平成２２年７月１日）  

 

取消理由 平成２２年４月２７日付け、埼玉県指定障害福祉サービス事業者

の指定取消及び特定非営利活動法人の認証取消処分により、移動

支援事業、日中一時支援事業及び生活サポートの登録事業者とし

ての要件を欠くこと。  

（県の指定取消による効力発生日 平成２２年７月１日） 

（2）不正請求相当額及び加算額の返還請求 

 返還請求額  不正請求相当額         １７,２３２,９９０円 

        加算額（介護給付費の４０／１００）  ７９３,３５６円               

                    （障害者自立支援法第8条第2項） 

合 計            １８,０２６,３４６円 

        移動支援事業については、補助金の交付日から支払い済

みまで年５％の利息を加算。 

返還請求日  平成２２年４月２８日（返還期限 平成２２年５月１２日） 

 

なお、本件については、本日埼玉県においても記者発表が行われていますので、

申し添えます。 


